
公社等外郭団体の改革方針（案） 

団体名 一般財団法人千葉県まちづくり公社 所管所属名 県土整備部県土整備政策課 

事
業
内
容 

・商業施設、県立都市公園、駐車場施設、産業廃棄物処分場の運営・管理事業 

・不動産販売貸付事業 

・都市計画調査、土地区画整理事業の調査・設計、公共公益施設の設計・監理事業 

財
務
状
況 

年度（単位：千円） H20 H21 H22 

貸
借
対
照
表 

総資産 23,861,890 23,142,601 19,960,366 

負債 16,992,105 16,098,398 13,007,876 

資本 6,869,785 7,044,203 6,952,490 

累積損益 6,846,785 7,021,203 6,929,490 

損
益
計
算
書 

総収入 6,486,700 4,616,949 4,152,524 

経常損益 9,256 370,724 4,244,237 

当期損益 △813,073 174,418 △91,713 

減価償却前当期損益 △380,827 604,090 326,953 

 借入金残高 8,030,945 6,231,518 4,631,119 

県
財
政
支
出 

委託料 726,964 1,165,803 1,060,500 

補助金・負担金 0 0 0 

その他 0 0 0 

団
体
の
必
要
性 

県
関
与
の
必
要
性 

（団体の必要性） 

各種まちづくり関連事業のノウハウと技術力を有し、商業施設・県立都市公園等の

管理や産業廃棄物処分場の運営など、数多くの実績を持つ。 

一般財団法人への移行後（平成２３年４月１日）も公益的な事業を継続し、快適で

潤いのあるまちづくりを通じ、県民福祉の向上に貢献することが期待される。 

（県関与（人的・財政的）の必要性） 

一般財団法人への移行時から県派遣職員を廃止し、県の関与をなくす。 

過
去
の
見
直
し
方
針 

分類 民営化 

・ 一層の合理化を進めながら経営基盤の強化を図りつつ新たな経営形態への転換に

向けて取り組み、民営化の組織形態（非営利法人等）・移行時期・移行方法について

１９年度までにその方針を決定する。 

・ 事業の採算性及び必要性を考慮し、不採算事業の廃止、民間を含む他法人への事

業移管を検討。 

・ 成田新産業パーク（旧称：大栄物流団地）分譲事業は早期分譲し事業終了。 

３３ 



現
在
ま
で
の
取
組
状
況 

○ 県からの受託事業収入の減  H１４（ ５３．６％）⇒ H２２（２５．５％） 

○ 人員削減及び県からの派遣（県ＯＢを含む）の削減 

平成１４～２２年度の９年間で役職員１７３名削減（うち県派遣・県ＯＢは 

２８名から３名へ削減） 

○ 給与等の削減  役員報酬 １３％、職員給与 １０～１１％カット 

平成１５～２２年度の８年間で６億３千万円削減 

○ 不採算事業等の整理 

・ 平成１８年度に、県営住宅管理事業を住宅供給公社に移管するとともに、まち

づくりサポート事業を廃止し、草刈事業は撤退。 

・ 平成１９年度に、浦安マリーナ施設管理事業は終了し、さらに建設関連事務受

託事業のうち、建築設備関連事業の廃止を方針決定。 

・ 平成２０年度は、企業庁に係る用地管理事業、情報管理事務受託事業を廃止。 

・ 成田新産業パーク（１４区画）は、平成２２年度末までに９区画分譲済。 

役
職
員
の
状
況 

常勤役員   14１０名⇒ 23 ４名 

 うち県ＯＢ 14 ８名⇒ 23 ３名 

 うち県派遣 14 ２名⇒ 23 ０名 

常勤職員   14２５６名⇒ 23 ９６名 

 うち県ＯＢ 14  ０名⇒ 23  ０名 

 うち県派遣 14 １８名⇒ 23  ０名 

課
題 

 

○ 出捐金の取扱い 

○ 公益目的支出計画の実施期間短縮 

○ 成田新産業パーク（残り５区画）の早期分譲 

今
後
の
改
革
方
針
（
案
） 

分類 民営化 

 

○ 「民営化」の方針のもと、将来における出捐金相当額の寄附について検討する。 

○ 公益目的支出計画の実施期間を短縮するための具体的方策について検討する。 

○ 成田新産業パーク（残り５区画）については、積極的な企業誘致活動により早期  

処分を目指す。 

 

 


